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○ 通所介護・地域密着型通所介護 基本報酬
○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
① １（１）③災害への地域と連携した対応の強化
② １（１）④通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
③ ２（１）①認知症専門ケア加算等の見直し
④ ２（１）②認知症に係る取組の情報公表の推進
⑤ ２（１）④認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
⑥ ２（４）①訪問介護における通院等乗降介助の見直し
⑦ ２（４）⑥通所介護における地域等との連携の強化（通所介護のみ）
⑧ ２（７）⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保
⑨ ３（１）①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
⑩ ３（１）⑦リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
⑪ ３（１）⑧生活機能向上連携加算の見直し
⑫ ３（１）⑨通所介護における個別機能訓練加算の見直し
⑬ ３（１）⑩通所介護等の入浴介助加算の見直し
⑭ ３（１）⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
⑮ ３（１）⑱通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実
⑯ ３（２）④ADL維持等加算の見直し
⑰ ４（１）①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し
⑱ ４（１）②介護職員等特定処遇改善加算の見直し
⑲ ４（１）③サービス提供体制強化加算の見直し
⑳ ５（１）①同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化
㉑ ５（１）⑩介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止
㉒ ５（１）⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保（通所介護のみ）

改定事項

２．（１） 通所介護・地域密着型通所介護
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通常規模型 現行

⇒

改定後

要介護１ 648単位 655単位

要介護２ 765単位 773単位

要介護３ 887単位 896単位

要介護４ 1,008単位 1,018単位

要介護５ 1,130単位 1,142単位

通所介護・地域密着型通所介護 基本報酬

大規模型Ⅰ

大規模型Ⅱ

地域密着型

※ いずれも７時間以上８時間未満の場合

現行

⇒

改定後

要介護１ 598単位 604単位

要介護２ 706単位 713単位

要介護３ 818単位 826単位

要介護４ 931単位 941単位

要介護５ 1,043単位 1,054単位

現行

⇒

改定後

要介護１ 620単位 626単位

要介護２ 733単位 740単位

要介護３ 848単位 857単位

要介護４ 965単位 975単位

要介護５ 1,081単位 1,092単位

現行

⇒

改定後

要介護１ 739単位 750単位

要介護２ 873単位 887単位

要介護３ 1,012単位 1,028単位

要介護４ 1,150単位 1,168単位

要介護５ 1,288単位 1,308単位

単位数

172
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188

○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月末
までの間、基本報酬に0.1％上乗せする。

概要

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

-3-
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○ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関と
の連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護
等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととす
る。【省令改正】

概要

１．③ 災害への地域と連携した対応の強化

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、施設系サービス】
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１．④ 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

大規模型Ⅰ
751人～
900人以下

要介護1～5
655～

1,142単位

要介護1～5
626～

1,092単位

通常規模型

～750人以下

延べ利用者数

大規模型Ⅱ

901人以上

要介護1～5
604～

1,054単位

単位

（注） 「新型コロナウイルス感染症に
係る介護サービス事業所の人員基
準等の臨時的な取扱いについて
（第12報）」（令和２年６月１日事務
連絡）で示している請求単位数の
特例は、上記の対応が実施される
までの間とする。

（7時間以上８時間未満の場合）

概要・算定要件

＜現行＞ ＜改定後＞
なし → ア 通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰについて、通所介護又は通所リハの通常規模型の基本報酬

通所介護又は通所リハの大規模型Ⅱについて、通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰ又は通常規模型の基本報酬
イ 基本報酬の100分の３の加算（新設）

単位数

○ 通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス
提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利

用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。【通知改正】
イ 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合、３か月間（※

２）、基本報酬の３％の加算を行う（※３）。【告示改正】
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から５％以上の利用者減に対する適用

にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※１ ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※２ 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※３ 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

【通所介護の場合】

同一規模区分内で
減少した場合の加算

○ 利用者減の月の実績が、
前年度の平均延べ利用者数
等から５％以上減少してい
る場合に、基本報酬の３％
の加算を算定可能。

規模区分の変更の特例

○ 利用者減がある場合、前年度の
平均延べ利用者数ではなく、
利用者減の月の実績を基礎とし、
・大規模型Ⅰは通常規模型
・大規模型Ⅱは大規模型Ⅰ
又は通常規模型

を算定可能。

（※）「同一規模区分内で減少した場合の加算」「規模区分の変
更の特例」の両方に該当する場合は、後者を適用。＋3%

＋3%

＋3%

6

【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
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○ 認知症専門ケア加算等について、各介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、以下の見直しを行う。
ア 訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、他のサービス

と同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。【告示改正】
イ 認知症専門ケア加算（通所介護、地域密着型通所介護においては認知症加算）の算定の要件の一つである、認

知症ケアに関する専門研修（※１）を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師（※
２）を、加算の配置要件の対象に加える。【通知改正】

なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、ｅラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位／日（新設）※

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位／日（新設）※
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）については、認知症専門ケア加算（Ⅰ）90単位／月、認知症専門ケア加算（Ⅱ）120単位／月

単位数

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞（※既往要件と同）
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は１名以上、

20名以上の場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、専
門的な認知症ケアを実施

・ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞（※既往要件と同）
・ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所

全体の認知症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

算定要件等

２．（１）① 認知症専門ケア加算等の見直し

※１ 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算（Ⅰ）:認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算（Ⅱ）:認知症介護指導者養成研修
認知症加算:認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修

、認知症介護実践者研修

※２ 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

アについては、以下のとおり。
イについては、単位数の変更はなし。

アについては、以下のとおり。
イについては、概要欄のとおり。

【ア：訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★ イ：ア及び、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護★、短期入所療養介
護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

-6-
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○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】

具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平18老振発0331007）別添１につい
て以下の改正を行う。

概要

２．（１）② 認知症に係る取組の情報公表の推進

別添１：基本情報調査票（下の表は、夜間対応型訪問介護の例）
（枝番）

３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組

アセッサー（評価者）の人数 人

人 人 人 人

外部評価（介護プロフェッショナルキャリア段位制度）の実施状況 ［ ］ 0. なし・　1. あり

（その内容）

（20XX年XX月XX日現在）

計画年度 年度 記入年月日

事業所名： 事業所番号：

基本情報調査票：夜間対応型訪問介護

記入者名 所属・職名

レベル２② レベル３ レベル４
段位取得者の人数

レベル２①

【見直し】
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる

【現行】

【全サービス（介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く）★】

-7-



○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。【省令改正】

その際、３年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても１年の猶予期間を設け
ることとする。

概要

２．（１）④ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】

【目標】

介護に携わる全ての職員の
受講

新任の介護職員等が認知症
介護に最低限必要な知識、
技能を修得指導者

研修

実践リーダー

研修

実践者研修

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

研修の目的 受講要件

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者

・概ね５年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して１年以上経過した者

・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験２年程度の者

・認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善について指導でき
る者を養成

・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成

・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得

（参考）介護従事者等の認知症対応力向上の促進

12

【全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く）★】
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○ 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある
場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービ
ス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一
の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】

この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスについて
は利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

概要

通院等乗降介助 ※今回改定後の単位数
単位数

算定要件等

２．（４）① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

通所系・短期入所系事業所

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅 自宅

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅

病院間の算定を可能にす
ることで、効率的な移動

が可能となる。

③

②

①

※①又は③の算定がある場合のみ、
②の算定を可能とする。

病院等

自宅

送迎

①

②

※②の算定がある場合のみ、
①の算定を可能とする。

パ

タ
␗

ン

１

パ

タ
␗

ン

２

現行 見直しイメージ

デイ等・病院間の
算定を可能にすることで、
効率的な移動が可能となる。

送迎

自宅 自宅 自宅 自宅

病院等

送迎

・
車
両
へ
の
乗
降
介
助
等
が
介
護
保
険
の
対
象

・
移
送
に
係
る
運
賃
は
介
護
保
険
の
対
象
外

通所系・短期入所系事業所

99単位／片道

【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
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○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和２年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】

概要

２．（７）⑤ 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保

○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ

らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対

してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

単位数 要件

① 特別地域加算 15／100
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域

② 中山間地域等の小規模
事業所加算 10／100

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過
疎地域

③ 中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

５ ／100
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
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○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、
リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

算定要件等

３．（１）① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護
★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リ
ハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る。

概要

○ リハビリテーション計画書及び個別機能訓練計画書の様式を見直す。
算定要件等

３．（１）⑦ リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

共通部分 共通部分
（項目例） 本人・家族の希望 （項目例） 本人・家族の希望

原因疾患 原因疾患
合併疾患 合併疾患
基本動作 基本動作

ADL/IADL ADL/IADL
社会参加の状況 社会参加の状況
リハビリの目標 リハビリの目標
サービス内容 サービス内容

固有部分
（項目例） 将来の見込み

サービス提供中の具
体的対応

社会参加支援評価

リハビリテーション計画書 個別機能訓練計画書

様
式
の
共
通
化

整
理

＜見直しのイメージ＞

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★】
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○ 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリ
テーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以
下の見直し及び対応を行う。

ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上
連携加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリ
テーション専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した
場合について評価する区分を新たに設ける。【告示改正】

イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、サービス
提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカ
ンファレンスを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によ
るカンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては
利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービ
ス提供責任者及びリハビリテーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明
確化する。【通知改正】

※ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算
の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するな
どの取組を進める。

概要

３．（１）⑧ 生活機能向上連携加算の見直し①
【ア：通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、短期入所生活介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、
認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、イ：訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規
模多機能型居宅介護★】
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３．（１）⑧ 生活機能向上連携加算の見直し②

＜生活機能向上連携加算（Ⅰ）＞（新設）
○ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

（病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに
限る。）の理学療法士等や医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることができる体制を構築し、
助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。

○ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利
用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

＜生活機能向上連携加算（Ⅱ）＞（現行と同じ）
○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、

リハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心と
した半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問
して行う場合に算定。

算定要件等（ア）

＜現行＞ ＜改定後＞
⇒ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）100単位／月 （新設）（※3月に1回を限度）

生活機能向上連携加算 200単位／月 生活機能向上連携加算（Ⅱ）200単位／月（現行と同じ）
※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可。

単位数（ア）
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○ 通所介護・地域密着型通所介護における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓
練の提供を促進する観点から、加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、従来の個
別機能訓練加算（Ⅰ）と個別機能訓練加算（Ⅱ）を統合し、人員配置基準等算定要件の見直しを行う。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
個別機能訓練加算（Ⅰ） 46単位／日 ⇒ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56単位／日
個別機能訓練加算（Ⅱ） 56単位／日 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 85単位／日 ※イとロは併算定不可

個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位／月（新設）※加算（Ⅰ）に上乗せして算定

単位数

算定要件等

３．（１）⑨ 通所介護における個別機能訓練加算の見直し

ニーズ把握・
情報収集

通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での
生活状況を確認。

機能訓練指導員の
配置

（Ⅰ）イ 専従１名以上配置
（配置時間の定めなし）

（Ⅰ）ロ 専従１名以上配置
（サービス提供時間帯通じて配置）

※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で１名以上配置する。

計画作成 居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。

機能訓練項目 利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。

訓練の対象者 ５人程度以下の小集団又は個別
訓練の実施者 機能訓練指導員が直接実施（介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない）
進捗状況の評価 ３ヶ月に１回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対

して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。
＜加算(Ⅱ)＞加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを受けていること（CHASEへのﾃﾞｰﾀ提出とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの活用）

【通所介護、地域密着型通所介護】
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○ 通所介護・地域密着型通所介護・（介護予防）認知症対応型通所介護における入浴介助加算について、利用者
の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や

医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等（以下、「医師等」という。）が訪問により
把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入
浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。

イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、
新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
入浴介助加算 50単位／日 ⇒ 入浴介助加算（Ⅰ） 40単位／日

入浴介助加算（Ⅱ） 55単位／日（新設） ※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

単位数

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞(現行の入浴介助加算と同要件)
○ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
＜入浴介助加算（Ⅱ）＞(上記の要件に加えて)
○ 医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、

当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問し
た医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境
整備に係る助言を行うこと。

○ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体
の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

○ 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

算定要件等

３．（１）⑩ 通所介護等の入浴介助加算の見直し

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】

-16-



89

○ 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口
腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評
価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。【告示改正】

○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・
ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
栄養スクリーニング加算 ５単位／回 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）20単位／回（新設）（※6月に1回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位／回（新設）（※6月に1回を限度）

口腔機能向上加算 150単位／回 ⇒ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回（現行の口腔機能向上加算と同様）
口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回（新設）（※原則３月以内、月２回を限度）

（※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可）

単位数

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）＞
○ 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態につい

て確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び
口腔機能向上加算との併算定不可）

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）＞
○ 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確

認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔
機能向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）

＜口腔機能向上加算（Ⅱ）＞
○ 口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向

上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して
いること

算定要件等

３．（１）⑰ 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅
介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】

-17-



90

○ 通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、
見直しを行う。【告示改正、通知改正】

概要

単位数

３．（１）⑱ 通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 栄養アセスメント加算 50単位／月（新設）

栄養改善加算 150単位／回 ⇒ 栄養改善加算 200単位／回 （※原則3月以内、月2回を限度）

※ 通所系サービスに加え看護小規模多機能型居宅介護も対象とする

＜栄養アセスメント加算＞ ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算との併算定は不可
○ 当該事業所の従業者として又は外部（※）との連携により管理栄養士を１名以上配置していること
○ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメン

トを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
○ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管

理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。

ただし、介護保険施設については、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置して
いる施設に限る。

＜栄養改善加算＞
○ 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

算定要件等

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護】
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○ ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
【告示改正】
・ 通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を対象とする。
・ クリームスキミングを防止する観点や、現状の取得状況や課題を踏まえ、算定要件について、以下の見直しを

行う。
ｰ ５時間以上が５時間未満の算定回数を上回る利用者の総数を20名以上とする条件について、利用時間の要件を

廃止するとともに、利用者の総数の要件を10名以上に緩和する。
ｰ 評価対象期間の最初の月における要介護度３～５の利用者が15％以上、初回の要介護認定月から起算して12

月以内の者が15％以下とする要件を廃止。
ｰ 初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得たADL利得（調整済ＡＤＬ利得）の平均が１以上の

場合に算定可能とする。
ｰ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求める。
※ ADL利得の提出率を９割以上としていた要件について、評価可能な者について原則全員の ADL利得を提出を求めつつ、調整済ＡＤＬ利得の

上位及び下位それぞれ１割の者をその平均の計算から除外する。また、リハビリテーションサービスを併用している者については、加算取得
事業者がリハビリテーションサービスの提供事業者と連携して機能訓練を実施している場合に限り、調整済ＡＤＬ利得の計算の対象にする。

※ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護において、利用者の調整
済ＡＤＬ利得を算出する場合は、さらに一定の値を付加するものとする。

・ より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者のADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する新たな区
分を設ける。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) ３単位／月 ⇒ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) 30単位／月 （新設）
ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) ６単位／月 ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 60単位／月 （新設）

※（Ⅰ）・（Ⅱ）は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定。

単位数

３．（２）④ ADL維持等加算の見直し①
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
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＜ ADL維持等加算(Ⅰ) ＞
○ 以下の要件を満たすこと

イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が10人以上であること。
ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない

場合はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測
定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。

ハ 利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除し、
初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、利用者等から
調整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の
調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が１以上であること。

＜ ADL維持等加算(Ⅱ) ＞
○ ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
○ 評価対象利用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が２以上であること。

算定要件等

３．（２）④ ADL維持等加算の見直し②
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○ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介
護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。

・ 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進
されるように見直しを行うこと。【通知改正】
ｰ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
ｰ 職員のキャリアアップに資する取組
ｰ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
ｰ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
ｰ 生産性の向上につながる取組
ｰ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

・ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。【告示改正】

概要

４．（１）① 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図
りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用し
やすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「２分の１を上回ら

ないこと」とするルールは維持した上で、
・ 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、

「より高くすること」とする。

概要

４．（１）② 介護職員等特定処遇改善加算の見直し

平均賃上げ額が

Ａ ＞ Ｂ
１ ： 0.5以下

改定後

B
他の

介護職員

A

C
その他の

職種

経
験
・技
能
の

あ
る
介
護
職
員

平均賃上げ額が

２以上 ： １ ： 0.5以下

B
他の

介護職員

A

現行

C
その他の

職種

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見
直しを行う。【告示改正】

概要

単位数・算定要件等

４．（１）③ サービス提供体制強化加算の見直し

（注１）表中、複数の単位が設定されているものについては、いずれか１つのみを算定することができる。
（注２）介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める７年（一部３年）

以上勤続職員の割合」である。

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対
応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介
護医療院】

資格・勤続年数要件

単位数
加算Ⅰ（新たな最上位区分） 加算Ⅱ（改正前の加算Ⅰイ相当） 加算Ⅲ（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当）

訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 勤続7年以上の者が30%以上

（訪問入浴） （夜間訪問）
Ⅰ 44単位/回 Ⅰ 22単位/回
Ⅱ 36単位/回 Ⅱ 18単位/回
Ⅲ 12単位/回 Ⅲ 6単位/回

訪問看護
療養通所介護

― ―
（イ） 勤続7年以上の者が30%以上
（ロ） 勤続3年以上の者が30%以上 （訪看・訪リハ） （療養通所）

（イ）6単位/回 （イ）48単位/月
（ロ）3単位/回 （ロ）24単位/月

訪問リハビリテーション ― ―
（イ） 勤続7年以上の者が1人以上
（ロ） 勤続3年以上の者が1人以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 常勤職員60%以上
③ 勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士40%以上
②常勤職員60%以上
③勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

通所介護、通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上

（予防通リハ以外）
Ⅰ 22単位/回（日）
Ⅱ 18単位/回（日）
Ⅲ 6単位/回（日）

（予防通リハ）
Ⅰ 176単位/月
Ⅱ 144単位/月
Ⅲ 48単位/月

特定施設入居者生活介護※
地域密着型特定施設入居者生活介護※
認知症対応型共同生活介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

短期入所生活介護、短期入所療養介護
介護老人福祉施設※
地域密着型介護老人福祉施設※
介護老人保健施設※、介護医療院※
介護療養型医療施設※

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上
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○ 訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを参考に、通所系サービス、多機
能系サービスについて、以下の対応を行う。
＜同一建物減算等＞
・ 通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理に

ついては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前（同一建物に居住する者以
外の者に対して行う場合）の単位数を用いることとする。【告示改正】

＜規模別の基本報酬＞
・ 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通

常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。【告示改正】

概要

５．（１）① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の
計算方法の適正化

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、
看護小規模多機能型居宅介護】

（参考）【平成30年度介護報酬改定】集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し等
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○ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。そ
の際、令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経過措置期間を設け
ることとする。【告示改正】

概要

５．（１）⑩ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止

＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

取
得
要
件

処
遇
改
善
加
算
の
区
分

取得率

加算（Ⅰ）
月額3.7万円相当

H29年度
＋１万円相当

加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当

H27年度
＋1.2万円相当

加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当 加算（Ⅳ）

加算（Ⅲ）×0.9 加算（Ⅴ）
加算（Ⅲ）×0.8

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

①＋②＋③ ①＋② ① or ② ① or ②

＋ ＋ ＋ or

職場環境等要件

79.5％ 7.2％ 5.4％ 0.２％ 0.３％

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

廃止
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（
指
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ビ
ス
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用
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額
の
算
定
に
関
す
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基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

指
定
地
域
密
着
型
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ー
ビ
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費
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定
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百
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号
）
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一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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0分の90に相当する単位数

（削る） ⑸ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅴ)

0分の80に相当する単位数

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 ホ 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出 の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出

た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜 た指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜

間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に 間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからニまでにより算 ⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからハまでにより算(Ⅰ) (Ⅰ)

定した単位数の1000分の63に相当する単位数 定した単位数の1000分の63に相当する単位数

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからニまでにより算 ⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからハまでにより算(Ⅱ) (Ⅱ)

定した単位数の1000分の42に相当する単位数 定した単位数の1000分の42に相当する単位数

２の２ 地域密着型通所介護費 ２の２ 地域密着型通所介護費

イ 地域密着型通所介護費 イ 地域密着型通所介護費

⑴ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 ⑴ 所要時間３時間以上４時間未満の場合

㈠ 要介護１ 415単位 ㈠ 要介護１ 409単位

㈡ 要介護２ 476単位 ㈡ 要介護２ 469単位

㈢ 要介護３ 538単位 ㈢ 要介護３ 530単位

㈣ 要介護４ 598単位 ㈣ 要介護４ 589単位

㈤ 要介護５ 661単位 ㈤ 要介護５ 651単位

⑵ 所要時間４時間以上５時間未満の場合 ⑵ 所要時間４時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 435単位 ㈠ 要介護１ 428単位

㈡ 要介護２ 499単位 ㈡ 要介護２ 491単位

㈢ 要介護３ 564単位 ㈢ 要介護３ 555単位

㈣ 要介護４ 627単位 ㈣ 要介護４ 617単位

㈤ 要介護５ 693単位 ㈤ 要介護５ 682単位

⑶ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 ⑶ 所要時間５時間以上６時間未満の場合

㈠ 要介護１ 655単位 ㈠ 要介護１ 645単位
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㈡ 要介護２ 773単位 ㈡ 要介護２ 761単位

㈢ 要介護３ 893単位 ㈢ 要介護３ 879単位

㈣ 要介護４ 1,010単位 ㈣ 要介護４ 995単位

㈤ 要介護５ 1,130単位 ㈤ 要介護５ 1,113単位

⑷ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 ⑷ 所要時間６時間以上７時間未満の場合

㈠ 要介護１ 676単位 ㈠ 要介護１ 666単位

㈡ 要介護２ 798単位 ㈡ 要介護２ 786単位

㈢ 要介護３ 922単位 ㈢ 要介護３ 908単位

㈣ 要介護４ 1,045単位 ㈣ 要介護４ 1,029単位

㈤ 要介護５ 1,168単位 ㈤ 要介護５ 1,150単位

⑸ 所要時間７時間以上８時間未満の場合 ⑸ 所要時間７時間以上８時間未満の場合

㈠ 要介護１ 750単位 ㈠ 要介護１ 739単位

㈡ 要介護２ 887単位 ㈡ 要介護２ 873単位

㈢ 要介護３ 1,028単位 ㈢ 要介護３ 1,012単位

㈣ 要介護４ 1,168単位 ㈣ 要介護４ 1,150単位

㈤ 要介護５ 1,308単位 ㈤ 要介護５ 1,288単位

⑹ 所要時間８時間以上９時間未満の場合 ⑹ 所要時間８時間以上９時間未満の場合

㈠ 要介護１ 780単位 ㈠ 要介護１ 768単位

㈡ 要介護２ 922単位 ㈡ 要介護２ 908単位

㈢ 要介護３ 1,068単位 ㈢ 要介護３ 1,052単位

㈣ 要介護４ 1,216単位 ㈣ 要介護４ 1,197単位

㈤ 要介護５ 1,360単位 ㈤ 要介護５ 1,339単位

ロ 療養通所介護費（１月につき） 12,691単位 ロ 療養通所介護費

（削る） ⑴ 所要時間３時間以上６時間未満の場合 1,012単位

（削る） ⑵ 所要時間６時間以上８時間未満の場合 1,519単位

注１ イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 注１ イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通 しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通

所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第20条第１項 所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第20条第１項

に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同 に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。以下同

じ。）において、指定地域密着型通所介護（指定地域密着 じ。）において、指定地域密着型通所介護（指定地域密着

型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護 型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護
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をいう。以下同じ。）を行った場合に、利用者の要介護状 をいう。以下同じ。）を行った場合に、利用者の要介護状

態区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域密着型通 態区分に応じて、現に要した時間ではなく、地域密着型通

所介護計画（指定地域密着型サービス基準第27条第１項に 所介護計画（指定地域密着型サービス基準第27条第１項に

規定する地域密着型通所介護計画をいう。以下同じ。）に 規定する地域密着型通所介護計画をいう。）に位置付けら

位置付けられた内容の指定地域密着型通所介護を行うのに れた内容の指定地域密着型通所介護を行うのに要する標準

要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。 的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利

ただし、利用者の数又は看護職員（看護師又は准看護師を 用者の数又は看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下

いう。以下同じ。）若しくは介護職員の員数が別に厚生労 同じ。）若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定

働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣 める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると

が定めるところにより算定する。 ころにより算定する。

２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 ２ ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護 しているものとして市町村長に届け出た指定療養通所介護

事業所（指定地域密着型サービス基準第40条第１項に規定 事業所（指定地域密着型サービス基準第40条第１項に規定

する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。）におい する指定療養通所介護事業所をいう。以下同じ。）におい

て、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）につ て、利用者（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）につ

いて、指定療養通所介護（指定地域密着型サービス基準第 いて、指定療養通所介護（指定地域密着型サービス基準第

38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。）を 38条に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ。）を

行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、利用者の 行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計

数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大 画（指定地域密着型サービス基準第40条の９第１項に規定

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定 する療養通所介護計画をいう。）に位置付けられた内容の

めるところにより算定する。 指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それ

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護

職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める

基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ

により算定する。

３ ロについて、入浴介助を行っていない場合は、所定単位 （新設）

数の100分の95に相当する単位数を算定する。また、指定

療養通所介護事業所が提供する指定療養通所介護の算定月

における提供回数について、利用者１人当たり平均回数が

、月５回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相

当する単位数を算定する。

-29-



- 216 -

４ （略） ３ （略）

５ イについて、感染症又は災害（厚生労働大臣が認めるも （新設）

のに限る。）の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、

当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均

の利用者数よりも100分の５以上減少している場合に、市

町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所において

、指定地域密着型通所介護を行った場合には、利用者数が

減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定

単位数の100分の３に相当する単位数を所定単位数に加算

する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善

に時間を要することその他の特別の事情があると認められ

る場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から３月以

内に限り、引き続き加算することができる。

６・７ （略） ４・５ （略）

８ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ６ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介 いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介

護事業所において、注７を算定している場合は、生活相談 護事業所において、注５を算定している場合は、生活相談

員配置等加算として、１日につき13単位を所定単位数に加 員配置等加算として、１日につき13単位を所定単位数に加

算する。 算する。

９ (略） ７ （略）

10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ８ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

いるものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介 ているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴

助を行った場合は、１日につき次に掲げる単位数を所定単 介助を行った場合は、１日につき50単位を所定単位数に加

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算 算する。

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。

⑴ 入浴介助加算 40単位 （新設）(Ⅰ)

⑵ 入浴介助加算 55単位 （新設）(Ⅱ)

11 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して ９ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介 いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介

護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し 護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し
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、指定地域密着型通所介護を行った場合は、中重度者ケア 、指定地域密着型通所介護を行った場合は、中重度者ケア

体制加算として、１日につき45単位を所定単位数に加算す 体制加算として、１日につき45単位を所定単位数に加算す

る。ただし、注７を算定している場合は、算定しない。 る。ただし、注５を算定している場合は、算定しない。

12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して 10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介 いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介

護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の 護事業所において、利用者に対して機能訓練を行っている

状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した 場合には、生活機能向上連携加算として、１月につき200

場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、 単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定してい

利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直し る場合は、１月につき100単位を所定単位数に加算する。

た場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、⑵に

ついては１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。また、注13を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は１

月につき100単位を所定単位数に加算する。

⑴ 生活機能向上連携加算 100単位 （新設）(Ⅰ)

⑵ 生活機能向上連携加算 200単位 （新設）(Ⅱ)

13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して 11 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介 ているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所

護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当 介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、

該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については１日につ 当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位

き次に掲げる単位数を、⑶については１月につき次に掲げ 数を所定単位数に加算する。

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練

加算 イを算定している場合には、個別機能訓練加算 ロ(Ⅰ) (Ⅰ)

は算定しない。

⑴ 個別機能訓練加算 イ 56単位 イ 個別機能訓練加算 46単位(Ⅰ) (Ⅰ)

⑵ 個別機能訓練加算 ロ 85単位 ロ 個別機能訓練加算 56単位(Ⅰ) (Ⅱ)

⑶ 個別機能訓練加算 20単位 （新設）(Ⅱ)

14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して 12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介 いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介

護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介 護事業所において、利用者に対して指定地域密着型通所介
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護を行った場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定 護を行った場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定

める期間をいう。）の満了日の属する月の翌月から12月以 める期間をいう。）の満了日の属する年度の次の年度内に

内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につ 限り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げ

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次 る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、 ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

次に掲げるその他の加算は算定しない。 その他の加算は算定しない。

⑴ ＡＤＬ維持等加算 30単位 イ ＡＤＬ維持等加算 ３単位(Ⅰ) (Ⅰ)

⑵ ＡＤＬ維持等加算 60単位 ロ ＡＤＬ維持等加算 ６単位(Ⅱ) (Ⅱ)

15 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して 13 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介 いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介

護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対 護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対

して指定地域密着型通所介護を行った場合は、認知症加算 して指定地域密着型通所介護を行った場合は、認知症加算

として、１日につき60単位を所定単位数に加算する。ただ として、１日につき60単位を所定単位数に加算する。ただ

し、注７を算定している場合は、算定しない。 し、注５を算定している場合は、算定しない。

16 （略） 14 （略）

17 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している （新設）

ものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事

業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同

して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク

及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注に

おいて同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算と

して、１月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし

、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービ

スを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日

の属する月は、算定しない。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管

理栄養士を１名以上配置していること。

⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者（注18において「管理栄養士

等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、

当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相
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談等に必要に応じ対応すること。

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し

、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい

ること。

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定地

域密着型通所介護事業所であること。

18 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している 15 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している

ものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者 ものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者

又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄 又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄

養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食 養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食

事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持 事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持

又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サー 又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サー

ビス」という。）を行った場合は、栄養改善加算として、 ビス」という。）を行った場合は、栄養改善加算として、

３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき ３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき

200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サー 150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サー

ビスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果 ビスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果

、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行 、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行

うことが必要と認められる利用者については、引き続き算 うことが必要と認められる利用者については、引き続き算

定することができる。 定することができる。

⑴ （略） イ （略）

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士 ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士

等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態 、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（
えん

にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 以下この注において「管理栄養士等」という。）が共同

して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮
えん

した栄養ケア計画を作成していること。

⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該 ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養

利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービ 改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態

スを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に を定期的に記録していること。

記録していること。

⑷・⑸ （略） ニ・ホ （略）

-33-



- 220 -

19 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着 16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着

型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月 型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月

ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養 ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者
くう

状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリ の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合
くう

ーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につき にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に 当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次 栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所定単

に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、 位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業

当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算 所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合
くう

定している場合は算定しない。 は算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養

改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月は、算定しない。

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 （新設）(Ⅰ)
くう

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算 ５単位 （新設）(Ⅱ)
くう

20 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して 17 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している

いるものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下して ものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している
くう くう

いる利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利 利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者

用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔
くう くう くう

口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する 清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練
くう えん えん

訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持

維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注にお 又は向上に資すると認められるもの（以下この注において

いて「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は 「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口
くう くう

、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い 腔機能向上加算として、３月以内の期間に限り１月に２回
くう くう

、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につ を限度として１回につき150単位を所定単位数に加算する

き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次 。ただし、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利
くう

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、 用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔
くう くう くう

次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能向 機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる
くう

上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価 利用者については、引き続き算定することができる。
くう

の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引
くう くう

き続き行うことが必要と認められる利用者については、引

き続き算定することができる。
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⑴ 口腔機能向上加算 150単位 （新設）(Ⅰ)
くう

⑵ 口腔機能向上加算 160単位 （新設）(Ⅱ)
くう

（削る） イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置

していること。

（削る） ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士
くう

、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理
くう

指導計画を作成していること。

（削る） ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴
くう

覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス
くう

を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記
くう

録していること。

（削る） ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を
くう

定期的に評価すること。

（削る） ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定地

域密着型通所介護事業所であること。

（削る） 18 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出て、当該基準による送迎

を行った場合は、個別送迎体制強化加算として、１日につ

き210単位を所定単位数に加算する。

（削る） 19 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして市町村長に届け出て、当該基準による入浴

介助を行った場合は、入浴介助体制強化加算として、１日

につき60単位を所定単位数に加算する。

21 イについて、次に掲げるいずれの基準にも適合している （新設）

ものとして市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事

業所が、利用者に対し指定地域密着型通所介護を行った場

合は、科学的介護推進体制加算として、１月につき40単位

を所定単位数に加算する。

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定し

た値をいう。以下同じ。）、栄養状態、口腔機能、認知
くう
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症（介護保険法（平成９年法律第123号）第５条の２第

１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）の状況その

他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生

労働省に提出していること。

⑵ 必要に応じて地域密着型通所介護計画を見直すなど、

指定地域密着型通所介護の提供に当たって、⑴に規定す

る情報その他指定地域密着型通所介護を適切かつ有効に

提供するために必要な情報を活用していること。

22 （略） 20 （略）

23 利用者が一の指定療養通所介護事業所において、指定療 （新設）

養通所介護を受けている間は、当該指定療養通所介護事業

所以外の指定療養通所介護事業所が指定療養通所介護を行

った場合に、療養通所介護費は、算定しない。

24 イについて、指定地域密着型通所介護事業所と同一建物 21 指定地域密着型通所介護事業所と同一建物に居住する者

に居住する者又は指定地域密着型通所介護事業所と同一建 又は指定地域密着型通所介護事業所と同一建物から当該指

物から当該指定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し 定地域密着型通所介護事業所に通う者に対し、指定地域密

、指定地域密着型通所介護を行った場合は、１日につき94 着型通所介護を行った場合は、１日につき94単位を所定単

単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむ 位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情

を得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者 により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎

に対して送迎を行った場合は、この限りでない。 を行った場合は、この限りでない。

25 イについて、利用者に対して、その居宅と指定地域密着 22 利用者に対して、その居宅と指定地域密着型通所介護事

型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道に 業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を

つき47単位を所定単位数から減算する。 所定単位数から減算する。

ハ サービス提供体制強化加算 ハ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が利用者 市町村長に届け出た指定地域密着型通所介護事業所が利用者

に対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労 に対し指定地域密着型通所介護を行った場合又は別に厚生労

働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届 働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届

け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所 け出た指定療養通所介護事業所が利用者に対し指定療養通所

介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イにつ 介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回に

いては１回につき、ロについては１月につき、次に掲げる所 つき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げる
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定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算 その他の加算は算定しない。

定しない。

⑴ イを算定している場合 ⑴ サービス提供体制強化加算 イ 18単位(Ⅰ)

㈠ サービス提供体制強化加算 22単位 （新設）(Ⅰ)

㈡ サービス提供体制強化加算 18単位 （新設）(Ⅱ)

㈢ サービス提供体制強化加算 ６単位 （新設）(Ⅲ)

（削る） ⑵ サービス提供体制強化加算 ロ 12単位(Ⅰ)

（削る） ⑶ サービス提供体制強化加算 ６単位(Ⅱ)

⑵ ロを算定している場合 ⑷ サービス提供体制強化加算 ６単位(Ⅲ)

㈠ サービス提供体制強化加算 イ 48単位 （新設）(Ⅲ)

㈡ サービス提供体制強化加算 ロ 24単位 （新設）(Ⅲ)

ニ 介護職員処遇改善加算 ニ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た 賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た

指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域 指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域

密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従 密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、令和６年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単 い、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸については、別に

位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定 厚生労働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し 所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

ない。 を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

（削る） ⑷ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅳ)

0分の90に相当する単位数

（削る） ⑸ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅴ)

0分の80に相当する単位数

ホ （略） ホ （略）

３ 認知症対応型通所介護費 ３ 認知症対応型通所介護費

(Ⅰ) (Ⅰ)イ 認知症対応型通所介護費 イ 認知症対応型通所介護費

(ｉ) (ｉ)⑴ 認知症対応型通所介護費 ⑴ 認知症対応型通所介護費
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別紙５ 

 

○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号）（抄）  

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型

通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護若しくは看護

小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型通所介護若しくは介

護予防小規模多機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定される単

位数が増えるものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管

理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観

点から、届出が毎月 15 日以前になされた場合には翌月から、16 日以降に

なされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。ただし、

令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかかわ

らず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介護又

は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る加算

等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理された

日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとする。 

２～６ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型

通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護若しくは看護

小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型通所介護若しくは介

護予防小規模多機能型居宅介護における届出に係る加算等（算定される単

位数が増えるものに限る。以下同じ。）については、適正な支給限度額管

理のため、利用者や居宅介護支援事業者等に対する周知期間を確保する観

点から、届出が毎月 15 日以前になされた場合には翌月から、16 日以降に

なされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。ただし、

平成 27 年４月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかか

わらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護（いずれも短期利用型を含む。）、地域密着型特定施設入居者生活介護又

は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る加算

等については、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理された

日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するものとする。 

２～６ （略） 

第２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第 12 条

に規定する単位数の計算を行う場合は、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に

満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

第２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 
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算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位

数（整数値）である。 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位

数（整数値）である。 

⑵～⑸ （略） 

⑹ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

①～⑤ （略） 

⑥ 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護において、

過疎地域その他これに類する地域であって、地域の実情により当該地域

における指定小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介

護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に限り、人員及び設

備に関する基準を満たすことを要件に、登録定員を超えてサービス提供

を行うことが例外的に認められるが、当該定員超過利用については、当

該定員超過利用が開始した月から所定単位数の減算を行うことはせず、

一定の期間（市町村が登録定員の超過を認めた日から市町村介護保険事

業計画の終期までの最大３年間を基本とする。ただし、次期の市町村介

護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が新規に代替サービスを

整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場

合に限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長が可能とす

る。）に限り所定単位数の減算を行わないこととする。  

⑺ 常勤換算方法による職員数の算定方法等について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の

職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第

２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置

されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月を超え

ない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなす

こととする。 

その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②

のとおりとすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

⑵～⑸ （略） 

⑹ 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

①～⑤ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の

職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第

２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置

されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月を超え

ない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなす

こととする。 

 

 

（新設） 
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児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

⑻ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

①～③ （略） 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員

基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単

位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除

く。）。小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型居宅介

護事業所における介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型居宅

介護事業所並びにサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所にお

ける指定地域密着型サービス基準第 63 条第 12 項に規定する研修修了者

並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必要

な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活介護事業所（サ

⑻ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

①～③ （略） 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員

基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単

位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除

く。）。小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型居宅介

護事業所における介護支援専門員及びサテライト型小規模多機能型居宅

介護事業所並びにサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所にお

ける指定地域密着型サービス基準第 63 条第 12 項に規定する研修修了者

並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必要

な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活介護事業所にお
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テライト型認知症対応型共同生活介護事業所を除く。）における計画作成

担当者のうち、介護支援専門員を配置していない場合についても、同様

の取扱いとする。ただし、都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）にお

ける研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人員

基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、認知症対応型

共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、

市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護支援

専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれ

るときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとす

る。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研

修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準

欠如が発生した翌々月から減算を行うこととするが、当該介護支援専門

員等が研修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員等の急な離職

等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないものである場合であ

って、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込ま

れる介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するま

での間は減算対象としない取扱いとすることも差し支えない。 

⑤・⑥ （略） 

⑼ 夜勤体制による減算について 

①～③ （略） 

ける計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置していない場合につ

いても、同様の取扱いとする。ただし、都道府県（指定都市を含む。以

下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職

等により人員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介護事業所

及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、

認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配

置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、

当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが確

実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としな

い取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が

受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従っ

て、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととするが、当該

介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員

等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないもので

ある場合であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが

確実に見込まれる介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修

を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとすることも差し支えな

い。 

⑤・⑥ （略） 

⑼ 夜勤体制による減算について 

①～③ （略） 

④ 夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通

じて配置されるべき職員の員数であり、複数の職員が交代で勤務するこ

とにより当該基準を満たして構わないものとする。 

また、夜勤職員基準に定められる員数に小数が生じる場合において

は、整数部分の員数の職員の配置に加えて、夜勤時間帯に勤務する別の

職員の勤務時間数の合計を 16 で除して得た数が、小数部分の数以上と

なるように職員を配置することとする。 

なお、この場合において、整数部分の員数の職員に加えて別の職員を

配置する時間帯は、夜勤時間帯に属していればいずれの時間でも構わ

ず、連続する時間帯である必要はない。当該夜勤時間帯において最も配

置が必要である時間に充てるよう努めることとする。 

（新設） 

⑤ （略） ④ （略） 

⑽～⑿ （略） ⑽～⑿ （略） 
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（削る） ⒀ 栄養管理について 

介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身の状況に

応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護においては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、各

利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制を

整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 
⒀ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⒀において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、地域密着型サービス基準第 183 条第１項において電磁的記

録により行うことができるとされているものに類するものは、イ及び

ロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、地域密着型サービス基準第３条の７第２

（新設） 
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項から第６項までまでの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ

と。 

ニ その他、地域密着型サービス基準第 183 第２項において電磁的方法

によることができるとされているものに類するものは、イからハまで

に準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

⑴・⑵ （略） 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 

⑴・⑵ （略） 
⑶ 訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)

の取扱い 

①～③ （略） 

④ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

⑶ 訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)

の取扱い 

①～③ （略） 

④ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 
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④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の

実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつか

のグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会

議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運

営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護

に係る適切な研修を指すものとする。 

⑾ サービス提供体制強化加算について 

２⒃①から⑦までを準用する。 

⑺ サービス提供体制強化加算について 

２⒂①から⑤を準用する。 

⑿ 介護職員処遇改善加算について 

２⒄を準用する。 

⑻ 介護職員処遇改善加算について 

２⒃を準用する。 

⒀ 介護職員等特定処遇改善加算について 

２⒅を準用する。 

⑼ 介護職員等特定処遇改善加算について 

２⒄を準用する。 

３の２ 地域密着型通所介護費 

 ⑴・⑵ （略） 

⑶ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じて

いる場合の取扱いについて 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じて

いる場合の基本報酬への加算の内容については、別途通知を参照するこ

と。 

３の２ 地域密着型通所介護費 

⑴・⑵ （略） 

（新設） 

⑷・⑸ （略） 

⑹ 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型地域密着型

通所介護の提供日ごとに、当該共生型地域密着型通所介護を行う時間帯

を通じて１名以上配置する必要があるが、共生型地域密着型通所介護の

指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練

（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達

支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この⑹において

「指定生活介護事業所等」という。）に配置している従業者の中に、既

⑶・⑷ （略） 

⑸ 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型地域密着型

通所介護の提供日ごとに、当該共生型地域密着型通所介護を行う時間帯

を通じて１名以上配置する必要があるが、共生型地域密着型通所介護の

指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練

（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達

支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この⑸において

「指定生活介護事業所等」という。）に配置している従業者の中に、既
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に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要は

なく、兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置してい

る場合は、その曜日のみ加算の算定対象となる。 

②・③ （略） 

⑺ 注９の取扱い 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２⑺を参照され

たい。 

に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要は

なく、兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置してい

る場合は、その曜日のみ加算の算定対象となる。 

②・③ （略） 

⑹ 注７の取扱い 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様であるので、２⑺を参照され

たい。 

⑻ 入浴介助加算について 

    （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

    ① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合

について算定されるものである（大臣基準告示第14号の３）が、この

場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであ

り、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力

利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声か

け、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触

する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであ

ること。なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上

で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等である

場合は、これを含むものとする。 

    ② 地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合

に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、

加算を算定できない。 

   イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

⑺ 入浴介助加算について 

地域密着型通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助

を行う場合について算定されるものである（利用者等告示第 35 号の４）

が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のこと

であり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力

利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、

気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助

を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。 

また、地域密着型通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場

合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加

算を算定できない。 

   （新設） 
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    ① ア①及び②を準用する。この場合において、ア①の「入浴介助加算

（Ⅰ）」は、「入浴介助加算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。 

    ② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若し

くは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下⑻に

おいて「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができ

るようになることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価する

ものである。なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者

の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保

持しつつ入浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用

いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施す

る。 

     ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等

（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用

具専門相談員、機能訓練指導員を含む。）が利用者の居宅を訪問（個

別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含む。）し、利用

者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境

を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入

浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用

者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが可

能であると判断した場合、指定地域密着型通所介護事業所に対しそ

の旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、

指定地域密着型通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書

面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な

介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又

は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと

判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又

は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事

業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を

担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは購

入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

ｂ 指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、

利用者の居宅を訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身

体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏
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まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当す

る内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載

をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い

環境にて、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用

者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用

具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとし

て差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状

況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介

助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術

の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要

な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 

⑼ 中重度者ケア体制加算について 

①～④ （略） 

⑤ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算

定することができる。また、注 15 の認知症加算の算定要件も満たす場

合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。 

⑥ （略） 

⑻ 中重度者ケア体制加算について 

①～④ （略） 

⑤ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算

定することができる。また、注 13 の認知症加算の算定要件も満たす場

合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。 

⑥ （略） 

⑽ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 床未満の

もの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が

存在しないものに限る。以下この⑽において同じ。）の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑽において「理学療法士

等」という。）の助言に基づき、当該指定地域密着型通所介護事業所

の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、

利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行って

いること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常

生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行ってい

⑼ 生活機能向上連携加算について 

 （新設） 

① 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーショ

ン事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設（病

院にあっては、許可病床数が 200 床未満のもの又は当該病院を中心とし

た半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑼において「理学

療法士等」という。）が、当該指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、

当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）と共同してアセスメ

ント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っ

ていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常

生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病
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る病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若

しくは介護医療院であること。 

院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは

介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーショ

ンを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤ

Ｌ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及び

ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況

について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の場において把握し、又は、指定地域密着型通所介護事業所の機能

訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用い

て把握した上で、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導

員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を

用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する

利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士

等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。     

（新設） 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方

法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又は

その家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も

踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、

段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目

標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型

通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練

計画の作成に代えることができるものとすること。 

② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施

方法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又は

その家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏

まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階

的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とす

ること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護

計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成

に代えることができるものとすること。また、個別機能訓練加算を算定

している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上

を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者

の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を

目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心

身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

（削る） ④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学

療法士等が指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等

と共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対し

て個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録

するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

（削る） ⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員
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等が、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応

じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、理学療法士等から必要

な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、

歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭

管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変

更など適切な対応を行うこと。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合い

について、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、

理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者

又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）の意向

を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた

目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以

上、個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指

導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評

価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、テ

レビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を遵守すること。 

（新設） 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用

者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が

可能であるようにすること。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者

ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能

であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓

練を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助

言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定

することは可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計

画を見直した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を

提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

（新設） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) （新設） 
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イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定地域密着型通所介

護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用

者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っている

こと。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活

上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行ってい

る病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若

しくは介護医療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合い

について、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、

理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者

又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの

改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対

応を行うこと。 

・ 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定地域密着型通所介護事

業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況

等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家

族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等

を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行

うこと。 

 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定してい

る場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

⑾ 個別機能訓練加算について 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

⑽ 個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり

師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看

護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓

練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を

有する者に限る。）（以下３の２において「理学療法士等」という。）が

個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

訓練」という。）について算定する。 

② 個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機

能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し

ている指定地域密着型通所介護の単位（指定地域密着型サービス基準第

20 条第５項に規定する指定地域密着型通所介護の単位をいう。）の利用

者に対して行うものであること。この場合において、例えば１週間のう

ち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され、それ以外の曜

日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学

療法士等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とはな

らない。（個別機能訓練加算(Ⅱ)の要件に該当している場合は、その算定

対象となる。）ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)の対象となる理学療法士等

が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者

に周知されている必要がある。なお、地域密着型通所介護事業所の看護

職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該

職務の時間は、地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人

員基準の算定に含めない。 

③ 個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る機能訓練の項目の選択については、機能訓

練指導員等が、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助

し、利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、

心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となる。ま

た、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択に

ついて必要な援助を行わなければならない。 

④ 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等を１名以上配置して行うものであること。この場

合において、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置

している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を

受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理

学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護

支援事業者に周知されている必要がある。なお、地域密着型通所介護事

業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場

合には、当該職務の時間は、地域密着型通所介護事業所における看護職

員としての人員基準の算定に含めない。 

⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

実施時間、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに

基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等について評

価等を行う。なお、地域密着型通所介護においては、個別機能訓練計画

に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その

記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとす

ること。 

⑥ 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、身体機能そのものの回復を主

たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の

維持・向上を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続

けることを目的として実施するものである。 

具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬ

の状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標

（一人で入浴が出来るようになりたい等）を設定のうえ、当該目標を達

成するための訓練を実施すること。 

⑦ ⑥の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介

護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向

上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ

分かりやすい目標とすること。 

⑧ 個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練

内容が設定された５人程度以下の小集団（個別対応含む。）に対して機

能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を

用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。実施時間については、個別

機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な１回あたりの訓練時間

を考慮し適切に設定すること。 

また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するために

は、計画的・継続的に行う必要があることから、おおむね週１回以上実

施することを目安とする。 

⑨ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で

利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を

確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することと

し、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅

での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓

練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに

訓練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の達成度合いについ
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（削る） 

 

 

（削る） 

て、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要

に応じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切

な対応を行うこと。 

⑩ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利

用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲

覧が可能であるようにすること。 

⑪ 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している者であっても、別途個別機能訓練

加算(Ⅱ)に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加

算(Ⅱ)を算定できるが、この場合にあっては、個別機能訓練加算(Ⅰ)に係る

常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練指導

員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓

練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)は身体機能へ

の働きかけを中心に行うものであるが、個別機能訓練加算(Ⅱ)は、心身機

能への働きかけだけでなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩＡＤＬ

（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割の創出や社会

参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、参加と

いった生活機能にバランスよく働きかけるものであり、それぞれの加算

の目的・趣旨が異なることから、それぞれの個別機能訓練計画に基づい

た適切な訓練を実施する必要がある。なお、それぞれの加算の目的・趣

旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等については、別に通知すると

ころによるものとする。 

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又

はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を

有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事

した経験を有する者に限る。）（以下３の２において「理学療法士等」と

いう。）を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状

態や居宅の環境をふまえた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき

計画的に機能訓練を行うことで、利用者の生活機能（身体機能を含む。以

下⑾において同じ。）の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅におい

て可能な限り自立して暮らし続けることを目指すため設けられたもので

ある。 

  （新設） 
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本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計

画の作成及び個別機能訓練が実施されなければならない。 

① 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 

    イ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配

置すること。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ

理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等

から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象

となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している

曜日があらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知され

ている必要がある。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る

理学療法士等の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定地

域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定

に含めない。 

ロ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配

置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法

士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置

すること。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ、

専ら機能訓練を実施する理学療法士等を１名以上及び専ら機能訓練

を実施する理学療法士等を指定地域密着型通所介護を行う時間帯を

通じて１名以上配置している場合は、その曜日において理学療法士等

から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象とな

る。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している

曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知され

ている必要がある。 

なお、指定地域密着型通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る

機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定

地域密着型通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算

定に含めない。 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能

訓練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごと

にその目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数

等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者

の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、

ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、その結果や利用者又は家族の意向及び

介護支援専門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者

の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目

標とするなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。ま

た、単に身体機能の向上を目指すことのみを目標とするのではなく、

日常生活における生活機能の維持・向上を目指すことを含めた目標と

すること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に

資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に

当たっては、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助する

こと。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画

の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に

代えることができるものとする。 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能

訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下

の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うことと

し、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓

練とすること。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に

必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅におい

て可能な限り自立して暮らし続けることを目的とし、生活機能の維

持・向上を図るため、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要

があり、概ね週１回以上実施することを目安とする。 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに係る個別機能
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訓練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓

練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等に

ついての評価を行うほか、３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問

し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状

況）の確認を行い、利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用

者等」という。）に対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の

効果等について説明し、記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機

能訓練の効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等に

も適宜報告・相談し、利用者等の意向を確認の上、当該利用者に対す

る個別機能訓練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改

善状況）等をふまえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更

など、適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電

話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

ヘ その他 

・ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数

の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27

号）第５号の２に規定する基準のいずれかに該当する場合は、個別

機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することはで

きない。 

・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合は個別機能訓練加算(Ⅰ)

ロを算定することはできない。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定し

ている場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することはできない。 

・ 個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた

場合でも、利用者の都合等により実際に個別機能訓練が実施されな

かった場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを

算定することはできない。 

・ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの目標設定・個
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別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等につい

ては、別に定める通知において示すこととする。 

・ 個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえ

た訓練項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等）は、利用者ご

とに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が

可能であるようにすること。 
② 個別機能訓練加算(Ⅱ)について 

厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム

（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦ

Ｅ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成

（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該実施内容の

評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）

の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を

行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

⑿ ＡＤＬ維持等加算について 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

⑾ ＡＤＬ維持等加算について 

① ＡＤＬの評価は、Barthel Index を用いて行うものとする。 

② 大臣基準告示第 16 号の２イ⑷におけるＡＤＬ値の提出は、サービス

本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載すること

で行う。 

③ 大臣基準告示第 16 号の２ロ⑵におけるＡＤＬ値の提出は、ＡＤＬ維

持等加算(Ⅱ)の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載するこ

とによって行う。なお、当該提出は、当該提出の月の属する年の１月か

ら12月までが評価対象期間となる際に大臣基準告示第 16号の２イ⑷に

よって求められるＡＤＬ値の提出を兼ねるものとする。 

④ 平成 30 年度については、平成 29 年１月から 12 月までの評価対象期

間について、次のイからハまでを満たしている場合に算定できることと

する。 
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（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

イ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑴から⑶までの基準を満たすことを示

す書類を保存していること。 

ロ 同号イ⑷の基準（厚生労働大臣への提出を除く。）を満たすことを

示す書類を保存していること。 

ハ 同号イ⑸中「提出者」を「ＡＤＬ値が記録されている者」とした場

合に、同号イ⑸の基準を満たすことを示す書類を保存していること。 

⑤ 平成 31 年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年

度の初日の属する年の前年の１月から 12 月までの間に、指定地域密着

型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 12 に掲げ

る基準に適合しているものとして市町村長に届け出ている場合には、届

出の日から同年 12 月までの期間を評価対象期間とする。 

⑥ 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する

能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

① ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について 

イ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を

用いて行うものとする。 

ロ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑵における厚生労働省へのＡＤＬ値の

提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。 

ハ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑶及びロ⑵におけるＡＤＬ利得は、評

価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ

値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値

に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月

に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加え

た値を平均して得た値とする。 

（新設） 

 
１ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上 25 以下 １ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 １ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 ２ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ３ 

２ 評価対象利用開始月

において、初回の要介

護認定（法第 27 条第１

項に規定する要介護認

定をいう。）があった月

ＡＤＬ値が０以上 25 以下 ０ 

ＡＤＬ値が 30 以上 50 以下 ０ 

ＡＤＬ値が 55 以上 75 以下 １ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ２ 
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から起算して 12月以内

である者 

ニ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者

は、ＡＤＬ利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者（そ

の数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）

及び下位 100 分の 10 に相当する利用者（その数に１未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下こ

の⑿において「評価対象利用者」という。）とする。 

ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している

利用者については、リハビリテーションを提供している当該他の施設

や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得

の評価対象利用者に含めるものとする。 

ヘ 令和３年度については、評価対象期間において次のａからｃまでの

要件を満たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月

から 12 月（令和３年４月１日までに指定地域密着型サービス介護給

付費単位数表の地域密着型通所介護費の注 14 に掲げる基準（以下こ

の①において「基準」という。）に適合しているものとして市町村長

に届出を行う場合にあっては、令和３年度内）に限り、ＡＤＬ維持等

加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できることとする。 

ａ 大臣基準告示第 16 号の２イ⑴、⑵及び⑶並びにロ⑵の基準（イ

⑵については、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示す書

類を保存していること。 

ｂ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこ

ととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的

介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィ

ードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画

の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Do)、当該

実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直

し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、

サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有す

る能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 
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ｃ ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を開始しようとする月の末日

までに、ＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確

認すること。 

ト 令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同

月から 12 月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１日まで

に算定基準に適合しているものとして市町村長に届出を行う場合に

ついては、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。 

ａ 令和２年４月から令和３年３月までの期間 

ｂ 令和２年１月から令和２年 12 月までの期間 

チ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月

の前年の同月に、基準に適合しているものとして市町村長に届け出て

いる場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とす

る。 

② ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)について 

イ 令和３年３月 31 日において現に、令和３年度介護報酬改定による

改正前のＡＤＬ維持等加算に係る届け出を行っている事業所であっ

て、⑿①に係る届け出を行っていないものは、令和５年３月 31 日ま

での間はＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)を算定することができる。この場合の算

定要件等は、令和３年度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加

算(Ⅰ)の要件によるものとする。 

（新設） 

ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅲ)の算定に係る事務処理手続等の詳細について

は、この通知に定めるもののほか、「ＡＤＬ維持等加算に関する事務

処理手順及び様式例について（平成 30 年４月６日老振発第 0406 第１

号、老老発第 0406 第３号）におけるＡＤＬ維持等加算 (Ⅰ)の事務処理

手順等を参考にすること。 

 

⒀ 認知症加算について 

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、⑼①を参照のこと。 

② （略） 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、⑼③を参照のこ

と。 

⑿ 認知症加算について 

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、⑻①を参照のこと。 

② （略） 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、⑻③を参照のこ

と。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚

生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営に

ついて」（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331007 号厚生労働省計画課長

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚

生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運

営について」（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331007 号厚生労働省計画
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通知）に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る

適切な研修を指すものとする。 

課長通知）に規定する「認知症介護指導者養成研修」を指すものとする。 

  ⑤・⑥ （略） ⑤・⑥ （略） 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介

護実践者研修、認知症看護に係る適切な研修の修了者は、指定地域密着

型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要がある。 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介

護実践者研修の修了者は、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じ

て１名以上配置する必要がある。 

⑧ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当

する者に対して算定することができる。また、注 11 の中重度者ケア体制

加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度者ケ

ア体制加算も算定できる。 

⑨ （略） 

⑧ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当

する者に対して算定することができる。また、注９の中重度者ケア体制

加算の算定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度者ケ

ア体制加算も算定できる。 

⑨ （略） 

⒁ （略） ⒀ （略） 

⒂ 栄養アセスメント加算について 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごと

に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意するこ

と。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメ

ント加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジ

メント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を

置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに

限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設

置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄

養士を１名以上配置して行うものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げ

る手順により行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に

測定すること。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が

共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、

解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に

応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等

を行うこと。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、

（新設） 
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介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サー

ビスの提供を検討するように依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービ

スを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月

は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基

づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの

提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄

養改善加算を算定できること。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護

情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定

（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価

（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの

質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⒃ 栄養改善加算について 

① （略） 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算

の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強

化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いてい

るもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又

は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営

する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名

以上配置して行うものであること。 

③ （略） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経て

なされる。 

イ～ハ （略） 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き

⒁ 栄養改善加算について 

① （略） 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、医療機関又は

栄養ケア・ステーション）との連携により、管理栄養士を１名以上配置

して行うものであること。 

 

 

 

 

③ （略） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経て

なされる。 

イ～ハ （略） 

（新設） 
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取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又

はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事

状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をす

る者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。 

ホ・ヘ （略） 

⑤ （略） 

 

 

 

 

ニ・ホ （略） 

⑤ （略） 

⒄ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリ

ーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスク

リーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに

行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原

則として一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第 51

号の６ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スク

リーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定

することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利

用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支

援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支

援事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生

労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目

が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サー

ビス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加

算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実

⒂ 栄養スクリーニング加算について 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニング

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること

に留意すること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に

掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に

対し、提供すること。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

イ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援

事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働

省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目が「１」

に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

③ 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担

当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基

づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 
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施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養

スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又

は口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要

だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄

養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できること。 

 

④ 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改

善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養

スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。 

⒅ 口腔機能向上加算について 

①～⑥ （略） 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護

情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画

の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評

価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）

の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を

行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⒃ 口腔機能向上加算について 

①～⑥ （略） 

（新設） 

⒆ 科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利

用者ごとに注 21 に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者

全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦ

Ｅへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくた

め、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイク

ル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構

築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的に

は、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働

省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

（新設） 
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イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービ

スを提供するためのサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の

自立支援や重度化防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種

が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行

う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所

全体として、サービスの質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⒇ 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地

域密着型通所介護を行う場合について 

① 同一建物の定義 

注 24 における「同一建物」とは、当該指定地域密着型通所介護事業

所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、

当該建物の１階部分に指定地域密着型通所介護事業所がある場合や、当

該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別

棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人

が当該指定地域密着型通所介護事業所の指定地域密着型通所介護事業

者と異なる場合であっても該当するものであること。 

② （略） 

(21) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら指定地域密着型通所介護事業所に通う場合、利用者の家族

等が指定地域密着型通所介護事業所への送迎を行う場合など、当該指定地

域密着型通所介護事業所の従業者が利用者の居宅と指定地域密着型通所

介護事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象

となる。ただし、注 24 の減算の対象となっている場合には、当該減算の

対象とはならない。 

(22)・(23) （略） 

⒄ 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地

域密着型通所介護を行う場合について 

① 同一建物の定義 

注 21 における「同一建物」とは、当該指定地域密着型通所介護事業

所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、

当該建物の１階部分に指定地域密着型通所介護事業所がある場合や、当

該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別

棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人

が当該指定地域密着型通所介護事業所の指定地域密着型通所介護事業

者と異なる場合であっても該当するものであること。 

② （略） 

⒅ 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が

送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注

16 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

 

 

 

⒆・⒇ （略） 

(24) 療養通所介護費について 

① （略） 

② サービス提供について 

(21) 療養通所介護費について 

① （略） 

② サービス提供時間について 
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療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用すること

となっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者の居宅に

おいて状態を観察し、通所できる状態であることを確認するとともに、

事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要

である。したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り

届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでをも含めて一連のサ

ービスとするものである。 

 

なお、看護職員は介護職員と連携し、長期間・定期的に当該事業所を

利用している者については、初回のサービス利用時を除き、ＩＣＴを活

用し、通所できる状態であることの確認及び居宅に戻った時の状態の安

定等を確認することができる。具体的には、当該事業所を利用している

者であって、主治の医師や当該事業所の看護師が、ＩＣＴを活用した状

態確認でも支障がないと判断し、当該活用による状態確認を行うことに

係る利用者又は家族の同意が得られているものを対象にできること。 

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画

を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、多職種協

働により、医療や訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されてい

る中で、主治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画

的なサービス提供を行うこと。 

③ 療養通所介護費の算定について 

療養通所介護費は、当該療養通所介護事業所へ登録した者について、

登録している期間１月につき所定単位数を算定する。月途中から登録し

た場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録していた期間（登

録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対

応した単位数を算定することとする。 

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が療養通所介護事

業者と利用契約を結んだ日ではなく、サービスを実際に利用開始した日

とする。また、「登録終了日」とは、利用者が療養通所介護事業者との

間の利用契約を終了した日とする。 

④ （略） 

⑤ 入浴介助を行わない場合の減算について 

事業所内に入浴設備がない場合など事業所の都合によって入浴介助

を実施しない場合は減算の対象となる。また、療養通所介護計画に、入

療養通所介護においては、利用者が当該療養通所介護を利用すること

となっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者の居宅に

おいて状態を観察し、通所できる状態であることを確認するとともに、

事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要

である。したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り

届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでをも含めて一連のサ

ービスとするものであり、これらの時間をあわせてサービス提供時間と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ サービス提供について 

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画

を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、多職種協

働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看護サービス等

の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師や訪問看護事業者

等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提供を行うこと。 

 

 

 

 

④ （略） 

⑤ 個別送迎体制強化加算について 

個別送迎体制強化加算は、療養通所介護計画上、個別送迎の提供が位

置づけられている場合であっても、利用者側の事情により、個別送迎を
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浴介助の提供が位置づけられている場合に、利用者側の事情により、療

養通所介護費を算定する月に入浴介助を１度も実施しなかった場合も

減算の対象となる。 

ただし、利用者の心身の状況や希望により、清拭又は部分浴を実施し

た場合はこの限りではない。 

⑥ サービス提供が過少である場合の減算について 

  （削る） 

 

 

イ 「利用者１人当たり平均回数」は、暦月ごとにサービス提供回数の

合計数を、利用者数で除することによって算定するものとする。 

ロ 利用者が月の途中で、利用を開始する、終了する又は入院する場合

にあっては、当該利用者を「利用者１人当たり平均回数」の算定に含

めないこととする。 

ハ 市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合に

は事業所に対して適切なサービスの提供を指導するものとする。 

(25) サービス提供体制強化加算について 

① ２⒃④から⑦までを参照のこと。 

② （略） 

③ 同一の事業所において第一号通所事業（指定居宅サービス等基準第 93

条第１項第３号に規定する第一号通所事業をいう。）の指定を併せて受

け一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

実施しなかった場合については算定できない。 

 

 

 

 

⑥ 入浴介助体制強化加算について 

入浴介助体制強化加算は、療養通所介護計画上、入浴介助の提供が位

置づけられている場合であっても、利用者側の事情により、入浴介助を

実施しなかった場合については算定できない。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

(22) サービス提供体制強化加算について 

① ２⒂④から⑦までを参照のこと。 

② （略） 

③ 同一の事業所において指定介護予防通所介護事業者（介護保険法施行

規則等の一部を改正する省令（平成 27 年厚生労働省令第４号）附則第

４条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第５

条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 35 号）第 97 条

第１項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。）若しくは第一

号通所事業（指定居宅サービス等基準第 93 条第１項第３号に規定する

第一号通所事業をいう。）の指定のいずれか又はその双方の指定を併せ

て受け一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行

うこととする。 

(26) 介護職員処遇改善加算について 

２の⒄を準用する。 

(23) 介護職員処遇改善加算について 

２の⒃を準用する。 

(27) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の⒅を準用する。 

(24) 介護職員等特定処遇改善加算について 

２の⒄を準用する。 
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注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満た
ない場合

入浴介助を
行わない場
合

過少サービ
スに対する減
算

２時間以上３
時間未満の
地域密着型
通所介護を
行う場合

感染症又は
災害の発生
を理由とする
利用者数の
減少が一定
以上生じて
いる場合

８時間以上９時
間未満の地域
密着型通所介
護の前後に日
常生活上の世
話を行う場合

共生型地域
密着型通所
介護を行う場
合

生活相談員
配置等加算

中山間地域
等に居住す
る者へのサー
ビス提供加
算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

中重度者ケ
ア体制加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）
イ

個別機能訓
練加算（Ⅰ）
ロ

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅰ）

ADL維持等
加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅲ）

認知症加算 若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセスメ
ント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅰ）

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に地域
密着型通所介
護を行う場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 415 単位）

要介護２ （ 476 単位）

要介護３ （ 538 単位）

要介護４ （ 598 単位）

要介護５ （ 661 単位）

要介護１ （ 435 単位）

要介護２ （ 499 単位）

要介護３ （ 564 単位）

要介護４ （ 627 単位）

要介護５ （ 693 単位）

要介護１ （ 655 単位）

要介護２ （ 773 単位）

要介護３ （ 893 単位）

要介護４ （ 1,010 単位）

要介護５ （ 1,130 単位）

要介護１ （ 676 単位）

要介護２ （ 798 単位）

要介護３ （ 922 単位）

要介護４ （ 1,045 単位）

要介護５ （ 1,168 単位）

要介護１ （ 750 単位）

要介護２ （ 887 単位）

要介護３ （ 1,028 単位）

要介護４ （ 1,168 単位）

要介護５ （ 1,308 単位）

要介護１ （ 780 単位）

要介護２ （ 922 単位）

要介護３ （ 1,068 単位）

要介護４ （ 1,216 単位）

要介護５ （ 1,360 単位）

ロ　療養通所介護費（１月につき） （ 12,691 単位）

（１回につき　２２単位を加算）

（１回につき　１８単位を加算）

（１回につき　６単位を加算）

（１月につき　４８単位を加算）

（１月につき　２４単位を加算）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に地域密着型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　令和３年９月３０日までの間は、地域密着型通所介護費のイ及びロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

２－２　地域密着型通所介護費

基本部分

注 注 注 注 注 注 注

イ

　

地

域

密

着

型

通

所

介

護

費

（１）　３時間以上４時間未満

×７０/１００ ×７０/１００

＋３／１００

指定生活介護事
業所が行う場合

×９３/１００

指定自立訓練事
業所が行う場合

×９５/１００

指定児童発達支
援事業所が行う

場合
×９０/１００

指定放課後等デ
イサービス事業所

が行う場合
×９０/１００

１日につき
＋１３単位

＋５／１００

１日につき
＋４０単位

１日につき
＋５５単位

１日につき
＋４５単位

１月につき
＋１００単位

（３月に１回を限
度）

１月につき
＋２００単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき
＋１００単位

１日につき
＋５６単位

１日につき
＋８５単位

１月につき
＋２０単位

１月につき
＋３０単位

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１６０単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋４０単位

１日につき
－９４単位

１月につき
＋６０単位

１月につき
＋３単位

１日につき
＋６０単位

１日につき
＋６０単位

１月につき
＋５０単位

１回につき
＋２００単位

（月２回を限度）

片道につき
－４７単位

（２）　４時間以上５時間未満 ×７０/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未満の場合
　＋50単位

10時間以上11時間未満の場
合

＋100単位
11時間以上12時間未満の場

合
＋150単位

12時間以上13時間未満の場
合

＋200単位
13時間以上14時間未満の場

合
＋250単位

１回につき
＋２０単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋５単位

（６月に１回を
限度）

×９５／１００ ×７０／１００

ハ　サービス提供体制
　　強化加算

（１）イを算定してい
る場合

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（２）ロを算定してい
る場合

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ

ニ　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×５９／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×４３／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×２３／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）については、令和５年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ホ　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１２／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

地域　3
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施設等の区分 人員配置区分

地域区分

職員の欠員による減算の状況

感染症又は災害の発生を理由とする
利用者数の減少が一定以上生じてい
る場合の対応

時間延長サービス体制

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

生活相談員配置等加算

入浴介助加算

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練加算

ADL維持等加算〔申出〕の有無

ADL維持等加算Ⅲ

認知症加算

若年性認知症利用者受入加算

栄養アセスメント・栄養改善体制

口腔機能向上加算

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

78 地域密着型通所介護
１　地域密着型通所介護事業所
２　療養通所介護事業所

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　６　加算Ⅰ（イの場合）　５　加算Ⅱ（イの場合）　７　加算
Ⅲ（イの場合）　８　加算Ⅲイ（ロの場合）　４　加算Ⅲロ（ロの場合）

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （地域密着型通所介護）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引
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施設等の区分 人員配置区分

地域区分

職員の欠員による減算の状況

時間延長サービス体制

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

生活相談員配置等加算

入浴介助加算

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練加算

ADL維持等加算〔申出〕の有無

ADL維持等加算Ⅲ

認知症加算

若年性認知症利用者受入加算

栄養アセスメント・栄養改善体制

口腔機能向上加算

科学的介護推進体制加算

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　看護職員　３　介護職員

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ

78 地域密着型通所介護 １　地域密着型通所介護事業所
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